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特集 平成18年社会生活基本調査を迎えて

平成18年社会生活基本調査は、調査事項に若干

の変更があるものの、ほぼ前回13年調査を踏襲し

て実施する。しかし、集計に関しては、新たな内

容を追加することとしている。

本稿では、その内容を紹介するとともに、18年

調査につなげるべく行った13年調査の特別集計結

果について紹介する。

１ 平成18年社会生活基本調査の集計

b 調査票Ａと調査票Ｂは別個に集計

平成18年社会生活基本調査の企画に当たり、

「１日の生活時間」について、前回新たに導入し

た調査票Ｂ（アフターコード方式）と従来からの

調査票Ａ（プリコード方式）の統合を検討したが、

最終的には統合困難との結論に達し、前回同様、

調査票Ａ及び調査票Ｂは別個に集計することとし

た。

なお、統合の検討は次の２点において行った。

①調査票Ｂ導入の目的の１つである無償労働に

係る詳細行動をプリコードの調査票Ａに組み

込むことで、調査票を１種類にできないか。

②２種類の調査票を使用し、集計段階で結果を

統合できないか。

前者については、調査票を試作し、記入テスト

等を行ったが、調査票Ａでは別途、過去１年間の

行動に関する調査事項もあり、プリコードで行動

分類をさらに詳細にすることは記入者負担の観点

から難しいこと、また、調査票設計の上でもかな

り無理があると判断された。

後者については、13年の結果データを用い、調

査票Ａの個別レコードと調査票Ｂの個別レコード

を統合し、調査票Ａで区分していない行動につい

ては、Ｂの結果を按分比率として用いるという方

法で試算を行った。しかし、この手法は理論的に

は可能であっても、実際の集計においては次の点

で難しいと判断した。

①集計するセルごとの処理が必要だが、すべて

の分類区分を調整するのは至難。

②調査票Ｂにあって調査票Ａにない「場所」や

「同時行動」の処理も必要。

③調査票Ａと調査票Ｂの結果に標本誤差を上回

る差異があり、行動記入方法や分類方法の違

いによるところが大きいと考えられる。また、

13年の調査票Ａと調査票Ｂとの差異が安定的

なものかを更に検証する必要がある。

c 集計内容の充実等

18年調査においては、基本的な事項については

時系列比較ができるよう前回どおりの集計を行う

ほか、昨今の社会情勢に応じ、以下の点で集計の

充実や変更を図る。

【調査票Ａ、Ｂ共通】

① 「世帯単位の調査」を活かした集計

社会生活基本調査は調査対象世帯の10歳以上の
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世帯員全員を調査していることから、世帯員相互

の調査結果をクロスさせた集計が可能である。こ

れまでも「趣味・娯楽」と「スポーツ」の種目ご

とに親と子の行動の有無をクロスさせた集計（平

成８年調査から）をしているが、18年調査ではこ

れに加え、夫と妻の生活時間のクロス集計や10歳

以上の世帯員全員の生活時間を足し上げ、世帯単

位でみた場合の平均時間を集計する。

② ライフステージ別の集計

人々の生活行動は、当人の年齢や就業状態など

のほか、配偶者や子供の有無によっても大きく影

響される。これまでも、こうした観点から世帯の

家族類型別に夫・妻、親や子供の生活時間や行動

について集計してきたが、それらは全調査対象を

網羅していない。今回は調査対象者全員について、

当人が人生のどの段階（ライフステージ）にある

かを同一世帯内に配偶者や子供がいるか否かを分

類のキーとして設定し、このステージ別の集計を

行う。

③ 特定のグループに焦点を当てた集計

近年、関心の高い高齢者、共働き世帯の夫・妻

・子供や若年無業者等に焦点を当てた集計の充実

を図る。

④ 平均時間の表章を「分」単位に変更

１日の生活時間配分を見るため、行動の種類別

に平均時間を算出している。これまで、この時間

数を「時間．分」で表章（「５時間７分」は「5.07」、

30分は「0.30」）してきた。

しかし、近年、電磁媒体で利用するウエイトが

高まっており、表計算ソフト等での作図や編集の

利便を考え（十進法が基になっており、時間か分

に換算してからでないと使えない）、単位を「分」

とすることとした。

⑤ 集計結果に標本数を表示

精度情報の１つとして、各統計表に新たに「標

本数」を表示する。

【調査票Ａ】

⑥ 行動開始（終了）時刻別分布と平均時刻の

集計

社会生活基本調査においては、１人について連

続する２日間の行動を調査している。これまでの

集計では１日分を１データとしているが、今回は

新たに同一人の２日間分のデータを用いて、日々

の生活パターンを決定する行動（起床、朝食開始、

出勤、仕事からの帰宅、夕食開始、就寝）の時刻

を把握、時刻別の分布と平均時刻を集計する。な

お、各時刻は調査事項にはないため、集計上の定

義を設定し、15分ごとの時間帯別に記載されてい

る行動の種類から、その定義に該当する時刻（15

分刻み）を決定する。

⑦ 人口集中地区別の集計

生活行動は都市部か農村地域かでも異なってく

る。これまで、市町村の人口による都市階級別の

集計でこうした違いをみてきたが、平成の市町村

合併の影響も考慮し、都市階級別のほか、新たに

人口集中地区か否か別の集計を行う。

【調査票Ｂ】

⑧ 詳細行動分類の変更

調査票Ｂの詳細行動分類は、前回、調査票Ａの

20行動を細分化する形で設定したが、結果表章は

細分された62行動別のみで、上位の20行動別には

表章していない。今回は分析等を容易にするため、

新たに大、中の分類区分を設けるほか、通勤と通

学、テレビとラジオを分けるなど、分類区分を一

部細分化する。

また、調査票Ａとの比較や国際比較性を高める

ため、行動分類を組み替えての集計も行う。

⑨ 同時行動と主行動とのクロス集計

特集 平成18年社会生活基本調査を迎えて
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調査票Ｂでは、主に行った行動（主行動）のほ

か、同時に行った行動（同時行動）も調査してお

り、13年調査では行動の種類別に「主行動」の時

間数と「主行動＋同時行動」の時間数を集計して

いる。18年調査ではこれに加えて、同時行動の種

類別の時間数を主行動の種類別とクロスさせて集

計する。

２ 平成13年社会生活基本調査特別集計結果から

平成17年度に平成13年社会生活基本調査の調査

票Ｂを用い、「アンペイドワーク等に係る特別集

計」を行い、その結果を平成18年３月24日に公表

した。その概要と結果の一部を紹介する。

b 特別集計の目的

特別集計は平成13年社会生活基本調査の「詳細

行動分類による生活時間編」（調査票Ｂの集計結

果）を次の点で補完するもので、詳細行動分類を

組み替えて集計した。

① アンペイドワーク時間量を集計する。

② ＥＵの統一生活時間調査の結果と比較可能

な行動区分への組み替え集計を行う。

③ 平成18年社会生活基本調査における集計事

項の検討資料とすると共に、18年調査で使用

する行動分類と対応可能な分類による集計を

行い、時系列比較に資する。

c 特別集計に用いた行動分類

特別集計では行動分類を６の大分類と22の中分

類に分けた。小分類は、13年社会生活基本調査の

個別データに付されている70行動（表章は62行動

であるが、アンペイドワークの把握のため、行動

符号は70区分で付してある。）のうち、「通勤・通

学」と「仕事中・学校での学習（学業）中の休憩」

については仕事関連と学業関連に分割（同一デー

タに「仕事」、「学業」があるか否かで機械的に分

割した。）し、全72行動とした。分類体系は調査票

Ａの20分類より EU の統一生活時間調査に近いも

のとなっている。

平成18年調査では、小分類区分をより詳細にす

るが、分類体系はこの分類を踏襲することにして

いる（表１参照）。

d 年齢階級別にみたアンペイドワーク

年齢階級、行動大分類別に１日の生活時間配分

をみると、アンペイドワーク時間はどの年齢階級

図１ 年齢階級、行動大分類別総平均時間（週全体）
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表１ 特別集計で用いた行動分類と平成13年社会生基本調査詳細行動分類との対応

特集 平成18年社会生活基本調査を迎えて
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でも、女性の方が長く、アンペイドワークとペイ

ドワークを足した時間（以下「ワーク合計」とい

う）が最も大きいのは男女共に35～44歳となって

いる（図１）。

� 「夫婦と子供の世帯」の夫と妻の仕事の分担

表２は「夫婦と子供の世帯」の夫と妻のペイド

ワークとアンペイドワーク及びワーク合計の総平

均時間について、「共働きか否か」と「末子の年齢」

別に夫と妻の分担割合を算出したものである。

「共働き世帯」の夫と妻のワーク合計時間は「夫

有業、妻無業の世帯」よりも約２時間多いが、ア

ンペイドワーク時間について見ると、「共働き世

帯」の夫と妻の合計は「夫有業、妻無業の世帯」

よりも３時間半少なくなっている。これは、家事

・育児等を外部サービスに委ねている時間が大き

いためと思われる。

夫と妻の間での仕事の分担割合はワーク合計で

ほぼ半々であるが、末子が０歳の共働き世帯では

妻の分担割合がやや大きくなっている。

妻のペイドワークの分担割合が最も大きいのは

共働きで末子の年齢が０歳の世帯となっている。

表２ 末子の年齢、共働きか否か別「夫婦と子供の世帯」の夫と妻の仕事時間とその分担割合

注 分担割合＝100×（各世帯属性ごとの夫又は妻の総平均時間）÷（夫と妻の総平均時間の合計）。
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共働き世帯の割合は末子の年齢により大きく異な

っており、末子が０歳～２歳では極端に低い（図

２参照）。

このことから、妻のペイドワークの分担割合が

末子０歳で大きくなっているのは、末子が０歳で

も働き続けている妻の場合は、正規・フルタイム

等、働き続ける条件の整っている場合であるため

と考えられる。

� ＥＵの統一生活時間調査結果との比較

ＥＵの統一生活時間調査の結果が2003年以降、

インターネット等を通じて提供されている。

特別集計では、各国比較用の基本表として提唱

された行動大分類に該当するよう、行動分類を組

み替えた集計も行った。

その結果から、有業者について各国と比較して

みると、日本は男女共に「仕事、学業、学習・研

究」時間が長くなっている。また、女性は「食事

・身の回りの用事」の時間が長く、睡眠時間が短

いこと、男性は「家事」時間が極端に短くなって

いることが特徴的である（表３参照）。

表３の注）

日本は特別集計結果によるＥＵ比較用組替え数値。他の国は下記

による1998年－2002年の数値である。

�How Europeans spend their t ime

Everyday life of women and men"

（Eurostat、2004）

（おおた みね・総務省統計局労働力人口統計室）

図２ 末子の年齢別共働き世帯の割合
（夫婦と子供の世帯）

表３ 生活時間配分の各国比較（総平均時間、週全体）
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